
人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査申請フローチャート

研究は
多機関共同研究である

YES

研究全体を統括する
研究代表者は

⽴命館⼤学所属である

YES ⽴命館⼤学の倫理審査
委員会での審査実施

NO

⽴命館⼤学以外の倫理審査
委員会での⼀括審査を依頼する

上記の倫理審査委員会は
指針に適合した委員会である

NO

YES

他機関の倫理審査委員会での
審査を依頼するにあたって

必要な書類がある
研究倫理事務局
へ相談して
書類を取得

YES

他機関の
倫理審査委員会で

審査実施

NO

承認
学⻑（研究倫理事務局）
へ研究開始の許可申請

研究開始許可

スタート

要注意①
（下記参照）

【通常審査】
事前審査
委員会審査

【迅速審査】
審査

条件付承認、保留

承認

審査⽅法の確認（審査フローチャート参照）

NO

YES

NO

指針に適合した倫理審査委員会とは
（指針の抜粋）
第８章倫理審査委員会

第16 倫理審査委員会の設置等

２倫理審査委員会の設置者の責務

（3）倫理審査委員会の設置者は、当該倫理審査委員会の運営を開始するに当
たって、倫理審査委員会の組織及び運営に関する規程並びに委員名簿を倫理審査
委員会報告システムにおいて公表しなければならない。

また、倫理審査委員会の設置者は、年1回以上、当該倫理審査委員会の開催状
況及び審査の概要について、当該システムにおいて公表しなければならない。

⻩⾊でマークしている部分の実施状況は https://rinri.niph.go.jp/ にてご確認ください。

要注意②
研究開始許可申請時、以下を添付

・審査の過程がわかる記録
・委員の出⽋状況が分かる記録


